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令和５年
第１回定例会

令和５年度の
当初予算が可決しました！

一般会計42億1,000万円　特別会計合計17億1,790万円
前年度比　2億8,072万円（5.0%）の増加↑

【　新たに開始する事業・重点的に実施する事業を中心に一部ご紹介します　】

１．豊かな心を育むまちづくり
■学校教育学力向上対策事業� ７８万円

夏休み等の長期休暇等を活用し中
学生の学習支援を行う。また英語
検定料の補助、全国標準学力検査
等を実施する。

■海外派遣事業� ２５０万円
国内での英語学習と国際文化交流に向けた事業を
実施する。
■奥会津「命をつなぐ」伝統保存食文化調査・
　継承事業� ４２６万円
地域の伝統食の調査・記録・研究を進め、文化的
な価値の継承と発信により、郷土愛の醸成や文化
観光の基礎づくりを進める。

２．健康で安心して暮らせるまちづくり
■出産・子育て応援金事業� １６３万円
妊娠期及び出産後、育児期の面談を実施。妊娠届
出時及び出生届出時にそれぞれ５万円相当の経済
的支援を行う。
■ＩＣＴ化推進事業� ２８７万円
保育所のＩＣＴ化を推進し、保護者の利便性を向
上させるとともに、保育業務の効率化を図る。
■高齢者生活支援事業� ６１６万円
従来のサービス事業（見守り電球助成、高齢者に
やさしい住まいづくり助成、緊急通報システム貸
与など）に加えて、新たに高齢者等除雪支援を実
施する。

３．活力ある産業と賑わいと
　　　　交流のあるまちづくり
■会津柳津駅運営管理事業　　��１２，６９４万円
県の補助金を活用
し、赤べこ工房や
観光案内機能等を
有する駅舎の改修
工事を行う。

当 初 予 算

■空き家対策事業� ８１４万円
空き家解体除却事業補助金等の有効活用に関し、
啓発を実施。義務化される土地、家屋の登記費用
に係る補助を実施する。
■後継者緊急対策事業� ２２０万円
結婚祝金（１０万円）を支給。また、結婚新生活
支援として住宅取得費用、引っ越し費用等に係る
補助を実施する。（２９歳未満６０万円、３０歳
から３９歳以下３０万円）

４．快適でうつくしいまちづくり
■道路維持管理事業� ６，２５７万円
町道、林道、農道の災害及び事故防止に向けた老
朽箇所の早期修繕を行う。また、道路維持作業員
を雇用し生活道路の安全通行のための維持管理を
行う。
■再資源化対策事業� ６９４万円
資源ごみの分別を徹底し、古着の回収（年２回）
及び小型家電の無料回収を継続する。
■歴史的風致維持向上計画策定事業� ５１５万円
地域における歴史的な建造物や風情、情緒、町並
みなどを維持、向上させ、継承していくため計画
を策定する。
■新エネルギー導入事業� ２３０万円
地域の脱炭素化に向け、再生可能エネルギー導入
を含む、地球温暖化防止実行計画（区域施策編）
の策定に取り組む。

５．協働による健全で開かれたまちづくり
■まちづくり支援事業　� 　２，６０９万円
人材（担い手）育成の一環として設立した「ミラ
イツナガル会議」を中心に、庁内横断的な課題解
決に向け事業内容の企画検討を実施する。
■ふるさと納税事業� １，９９２万円
サイトの見直しを図り、納税しやすい環境の整備、
また、町のＰＲと返礼品の充実、企業版ふるさと
納税による寄付額の増加を図る。

New

New

New

New

UP

New

※　　　…新規事業　　　…内容の充実を図った事業New UP

UP

UP



3

当 初 予 算

【主なその他の自主財源】
・分担金及び負担金　　
・使用料及び賃借料　
・財産収入
・寄附金（ふるさと納税など）

【主なその他の依存財源】
・地方譲与税　　　　　　
・地方消費税交付金
・法人事業税交付金
・地方特例交付金

依存財源（76％）

町税
427,060

その他
自主財源
638,912

地方交付税 1,950,000

県支出金
292,413

町債
463,900

その他依存財源 160,728

国庫支出金
276,987 

自主財源
（24％）

令和５年度一般会計歳入（自主財源、依存財源別） （単位：千円）

令和５年度一般会計歳出（目的別） （単位：千円）

民生費
599,975

総務費
716,763

議会費 59,084

衛生費 271,732

農林水
　 産業費
　 373,484

商工費
342,888

予備費ほか 25,268

公債費
526,292

災害復旧費 310,600

教育費
403,756

土木費
396,365

消防費
183,793

令和５年度　会計別予算額
令和５年度 令和４年度 増減率（％）

一 般 会 計 4,210,000 4,020,000 4.7

特
　
別
　
会
　
計

土 地 取 得 事 業 特 別 会 計 5,800 380 1,426.3

国民健康保険特別会計（事業勘定） 493,300 482,500 2.2

国民健康保険特別会計（施設勘定） 62,100 61,500 1.0

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 54,600 55,500 ▲ 1.6

介 護 保 険 特 別 会 計 588,200 588,800 ▲ 0.1

簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 314,000 237,000 32.5

町 営 ス キ ー 場 事 業 特 別 会 計 8,000 4,000 100.0

農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 93,500 101,800 ▲ 8.2

下 水 道 事 業 特 別 会 計 85,000 86,000 ▲ 1.2

簡 易 排 水 事 業 特 別 会 計 6,600 4,800 37.5

林 業 集 落 排 水 事 業 6,800 4,900 38.8

特 別 会 計 合 計 1,717,900 1,627,180 5.6

合　　　計 5,927,900 5,647,180 5.0

（単位：千円）
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議 案 審 議

こんなことを決めました　―審議一覧―

議案番号 件　　　　　　　　　　名 結　果

第 １ 号
専決処分の承認を求めることについて

（専決第１号 令和４年度一般会計補正予
算）

原案承認

第 ２ 号 柳津町個人情報の保護に関する法律施行
条例の制定について 原案可決

第 ３ 号 職員の降給に関する条例の制定について 原案可決

第 ４ 号 職員の修学部分休業及び高齢者部分休業
に関する条例の制定について 原案可決

第 ５ 号
柳津町議会議員及び柳津町長の選挙にお
ける選挙運動の公費負担に関する条例の
一部を改正する条例について

原案可決

第 ６ 号 柳津町情報公開及び個人情報保護審査会
条例の一部を改正する条例について 原案可決

第 ７ 号
柳津町人事行政の運営等の状況の公表に
関する条例の一部を改正する条例につい
て

原案可決

第 ８ 号 柳津町職員の定年等に関する条例の一部
を改正する条例について 原案可決

第 ９ 号 職員の懲戒の手続き及び効果に関する条
例の一部を改正する条例について 原案可決

第１０号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の
一部を改正する条例について 原案可決

第１１号 職員の育児休業等に関する条例の一部を
改正する条例について 原案可決

第１２号 職員の給与に関する条例の一部を改正す
る条例について 原案可決

第１３号
単純な労務に雇用される職員の給与の種
類及び基準に関する条例の一部を改正す
る条例について

原案可決

第１４号 柳津町保育所保育の実施に関する条例の
一部を改正する条例について 原案可決

第１５号

柳津町特定教育・保育施設及び特定地域
型保育事業並びに特定子ども・子育て支
援施設等の運営に関する基準を定める条
例の一部を改正する条例について

原案可決

第１６号
柳津町家庭的保育事業等の設備及び運営
に関する基準を定める条例の一部を改正
する条例について

原案可決

第１７号
柳津町放課後児童健全育成事業の設備及
び運営に関する基準を定める条例の一部
を改正する条例について

原案可決

第１８号 柳津町重度心身障がい者医療費の給付に
関する条例の一部を改正する条例 原案可決

第１９号 柳津町国民健康保険条例の一部を改正す
る条例について 原案可決

第２０号 柳津町国民健康保険税条例の一部を改正
する条例について 原案可決

第２１号 柳津町震災復興基金条例を廃止する条例
について 原案可決

第２２号 職員の再任用に関する条例を廃止する条
例について 原案可決

議案番号 件　　　　　　　　　　名 結　果
第２３号 町道路線の認定について 原案可決

第２４号 令和４年度柳津町一般会計補正予算 原案可決

第２５号 令和４年度柳津町土地取得事業特別会計
補正予算 原案可決

第２６号 令和４年度柳津町国民健康保険特別会計
補正予算 原案可決

第２７号 令和４年度柳津町後期高齢者医療特別会
計補正予算 原案可決

第２８号 令和４年度柳津町介護保険特別会計補正
予算 原案可決

第２９号 令和４年度柳津町簡易水道事業特別会計
補正予算 原案可決

第３０号 令和４年度柳津町町営スキー場事業特別
会計補正予算 原案可決

第３１号 令和４年度柳津町農業集落排水事業特別
会計補正予算 原案可決

第３２号 令和４年度柳津町下水道事業特別会計補
正予算 原案可決

第３３号 令和４年度柳津町簡易排水事業特別会計
補正予算 原案可決

第３４号 令和４年度柳津町林業集落排水事業特別
会計補正予算 原案可決

第３５号 令和５年度柳津町一般会計予算 原案可決

第３６号 令和５年度柳津町土地取得事業特別会計
予算 原案可決

第３７号 令和５年度柳津町国民健康保険特別会計
予算 原案可決

第３８号 令和５年度柳津町後期高齢者医療特別会
計予算 原案可決

第３９号 令和５年度柳津町介護保険特別会計予算 原案可決

第４０号 令和５年度柳津町簡易水道事業特別会計
予算 原案可決

第４１号 令和５年度柳津町町営スキー場事業特別
会計予算 原案可決

第４２号 令和５年度柳津町農業集落排水事業特別
会計予算 原案可決

第４３号 令和５年度柳津町下水道事業特別会計予
算 原案可決

第４４号 令和５年度柳津町簡易排水事業特別会計
予算 原案可決

第４５号 令和５年度柳津町林業集落排水事業特別
会計予算 原案可決

第４６号 工事請負契約の変更について
（町道竜蔵庵上村線道路改良工事） 原案可決

議員提出
第１号

柳津町議会の個人情報の保護に関する条
例の制定について 原案可決

【３月定例会議案】
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議 案 審 議

３月定例会審議議案　－主な議案－

令和５年第１回定例会が、３月７日から１７日までの１０日間の会期で行われました。今回
の定例会では、令和５年度当初予算、令和４年度補正予算、条例改正などの４７議案を審議し、
原案どおり可決、承認しました。

〇柳津町個人情報の保護に関する法律施行条例の制定
これまで、各自治体での条例により運用されてきた個人情報の取扱いが、同一の法（個人情報保護法）に
よって運用されることとなり、新たな条例制定について可決。

〇柳津町議会議員及び柳津町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例
　公職選挙法などの法律改正により、選挙運動経費の公費負担限度額を改正する条例を可決。
（主な改正点）
　・選挙広報車使用料の負担限度額　（１日当１５，８００円→１６，１００円）
　・選挙広報車燃料費の負担限度額　（７，５６０円→７，７００円）
　・選挙ビラの作成単価　　　　　　（１枚当：７円５１銭→７円７３銭）
　・選挙ポスターの作成単価　　　　（１枚当：５２５円６銭→５４１円３１銭）

〇職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例の一部を改正する条例
職員が懲戒処分を受け減給される場合に、定年を延長した職員を含めるように改正する条例を可決。

〇職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
　常勤職員に加え、定年を延長した職員及び非常勤職員が、円滑に育児休業等を取得できるように勤務環境
を整備する条例を可決。

〇柳津町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例
　地方公務員法の改正により、町職員の定年制度等を改正する条例を可決。
（主な改正点）
　・職員の定年を段階的に６５歳まで引き上げ
　・管理監督職勤務上限年齢制（上限年齢６０歳）の導入
　・現行の再任用制度の廃止

〇柳津町国民健康保険条例の一部を改正する条例
　健康保険法施行令の一部改正により、出産育児一時金の支給額を改正する条例を可決。
　・４０万８千円→４８万８千円

〇柳津町国民健康保険税条例の一部を改正する条例
　健康保険法施行令の一部改正により国民健康保険税の賦課限度額及び軽減に係る所得判定額を改正する条
例を可決。
　・後期高齢者支援金等課税額に関わる賦課限度額の引き上げ（２０万円→２２万円）
　・国民健康保険税５割軽減対象世帯の軽減判定の所得上限額の引き上げ　（２８万５千円→２９万円）
　・国民健康保険税２割軽減対象世帯の軽減判定の所得上限額の引き上げ　（５２万円→５３万５千円）

〇町道路線の認定
　道路法の定めにより令和４年度に竣工した安久津４号線の町道認定を可決。

〇【議員提出議案】柳津町議会の個人情報の保護に関する条例の制定
　個人情報保護に関する法律の改正に伴い、地方公共団体の議会は、新個人情報保護法に係る規律の対象外
となることから、町議会における個人情報保護に関する制度を整備し、条例を制定。
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 令和５年度

予算特別委員会 質疑
（質疑の一部を抜粋して紹介します）

予算特別委員会

四ッ谷地区の災害現場は軟弱地盤との印象が
ある。山側を切り崩さない工事の考えはないか。

盛土をしての道路改良工事は災害リスクが高
くなる。今回の現場では、山側を切り崩す工法
が適しており、工事費も抑えられる。安全性が
高く、かつ工事費も抑えて、早期の工事完了を
図りたい。

四ッ谷地区の道路改良工事についてQ

安全性を考慮し、現工法で実施A

特定地域づくり協同組合の事業評価と今後に
ついて伺う。

現在、派遣従業員が１名で、評価を出せる段
階に至っていない。自立することが目的であり、
移住・定住の面からも町では住居や職場の確保、
事業のＰＲなどの支援をしていきたい。

特定地域づくり事業協同組合
についてQ

今後も支援を継続A

地方では悪質な事件が多発している。現状、
数ヶ所に防犯カメラが設置されているが、今後
の計画、考えについて伺う。

防犯カメラを設置することにより多額の管理
費用が必要となる。財政状況を勘案し、計画的
な増設を検討していきたい。

防犯カメラの今後の計画についてQ

計画的な増設を検討A

池ノ尻土偶付き縄文土器の展示について、今
後、どのように考えているか。

現状、縄文館の展示スペースが
十分にあるとはいえない。専門家
の指導を受けながら、より良い展
示方法を検討していきたい。

土偶付き縄文土器の展示についてQ

専門家と検討して展示A

中学生への学習支援は、いつから、どのよう
な形で行うのか。

主に中学３年生を対象として、夏期休暇から
始めたい。学習支援員については退職教員の活
用なども考えている。

中学生への学習支援の内容は？Q

夏期休暇から開始A

野生鳥獣被害防止地域づくり事業
の内容についてQ

具体的な事業の内容について伺う。

上限２００万円の県の補助事業である。内容
としてはワイヤーメッシュや草刈り機械の購
入、対策へのアドバイザー導入などである。令
和５年度は３地区を予定している。

鳥獣被害への防止対策事業A

アドバイザー業務支援委託の内容は？

国の補助事業（令和３年度～令和５年度）を
活用し、国に登録しているアドバイザーに依頼
している。内容としてはＳＮＳを活用した町の
ＰＲや、農産物の６次化へのアドバイス等を継
続して受けていく。

商工アドバイザー業務
支援委託事業についてQ

ＳＮＳを活用した情報発信A

古紙類（資源ごみ）の回収についてQ
月１回の回収頻度で足りているのか。また、
雑紙（お菓子紙やティッシュの空箱等）の回収
についての考えを伺う。

当面、月１回の回収を継続していく。土、日
曜日はリサイクル倉庫への搬入が可能であるた
め活用していただきたい。雑紙については、可
燃ごみへの混入が見受けられるため、簡単なゴ
ミ出し方法により、分別の推進を図っていきた
い。

土日のリサイクル倉庫への持込
（古紙類）も可能A
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７番　伊藤昭一議員

○ゼロカーボンシティの宣言について

Q
町
の
ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
シ
テ

ィ
宣
言
に
つ
い
て
、
今
後
、

ど
の
よ
う
に
具
現
化
を
図
る
の
か
。

A
（
町
長
）
町
で
は
昨
年
12

月
に
ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
シ
テ

ィ
宣
言
を
し
、
地
球
温
暖
化
防
止

実
行
計
画
の
策
定
に
取
り
組
ん
で

い
る
。
こ
の
計
画
は
国
の
地
球
温

暖
化
防
止
計
画
を
も
と
に
、
地
域

の
自
然
的
・
社
会
的
条
件
に
合
わ

せ
た
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
削
減

等
を
推
進
す
る
た
め
の
総
合
的
計

画
で
あ
る
。
計
画
期
間
に
達
成
す

べ
き
目
標
値
の
設
定
や
具
体
的
な

事
業
内
容
を
定
め
る
こ
と
に
な
る
。

Q
地
球
温
暖
化
に
よ
る
大
災

害
の
激
増
な
ど
、
こ
の
問

題
は
、
世
界
中
で
喫
緊
の
課
題
で

あ
る
。
ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
シ
テ
ィ
に

関
わ
る
令
和
５
年
度
の
予
算
措
置

に
つ
い
て
伺
う
。

A
（
み
ら
い
創
生
課
長
）
太

陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
及
び

ま
き
ス
ト
ー
ブ
、
ペ
レ
ッ
ト
ス
ト

ー
ブ
導
入
経
費
の
補
助
金
、
ま
た
、

地
球
温
暖
化
防
止
実
行
計
画
（
区

域
施
策
編
）
策
定
支
援
及
び
省
エ

ネ
最
適
化
診
断
業
務
委
託
料
を
計

上
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
農
業
用

水
路
を
活
用
し
た
マ
イ
ク
ロ
水
力

発
電
の
視
察
な
ど
の
経
費
を
計
上

し
て
い
る
。

Q
地
球
温
温
暖
化
防
止
対
策

と
し
て
、
産
業
及
び
環
境

衛
生
部
門
、
並
び
に
公
共
施
設
の

太
陽
光
発
電
な
ど
、
関
係
す
る
各

課
の
具
体
的
な
取
り
組
み
に
つ
い

て
伺
う
。

A
（
地
域
振
興
課
長
）
二
酸

化
炭
素
（
Ｃ
Ｏ
２
）
の
吸

収
源
と
し
て
、
森
林
整
備
は
有
効

な
対
策
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

現
在
、
令
和
３
年
度
か
ら
７
年
度

ま
で
の
５
ヶ
年
計
画
で
、
ふ
く
し

ま
森
林
再
生
事
業
が
実
施
さ
れ
て

い
る
。
今
後
も
、
事
業
継
続
に
つ

い
て
関
係
機
関
に
要
望
し
て
い
く
。

A
（
町
民
課
長
）
資
源
ご
み

の
分
別
や
ご
み
の
減
量
化

に
つ
い
て
、
広
報
や
チ
ラ
シ
に
よ

る
周
知
を
図
っ
て
き
た
。
ま
た
、

生
ご
み
の
水
切
り
や
エ
コ
バ
ッ
グ

の
活
用
、
食
材
を
余
ら
せ
な
い
工

夫
な
ど
、
町
民
一
人
一
人
が
日
常

生
活
で
実
行
で
き
る
よ
う
、
よ
り

分
か
り
や
す
い
内
容
で
の
周
知
に

努
め
て
い
く
。

A
（
教
育
課
長
）
国
の
学
習

指
導
要
領
に
、
環
境
教
育

に
つ
い
て
明
記
さ
れ
、
地
球
環
境

問
題
に
加
え
、
脱
炭
素
社
会
の
実

現
が
追
加
さ
れ
た
。
本
年
度
、
西

山
小
学
校
が
県
の
ふ
く
し
ま
ゼ
ロ

カ
ー
ボ
ン
宣
言
事
業
に
参
加
し
、

二
酸
化
炭
素
排
出
量
前
年
度
比
０
．

５
％
削
減
を
目
標
に
児
童
、
教
職

員
等
が
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
ん

だ
結
果
、
優
秀
賞
を
受
賞
し
た
。

Q
脱
炭
素
化
を
実
行
し
た
効

果
に
つ
い
て
の
検
証
は
、

誰
が
、
ど
の
よ
う
に
行
う
の
か
。

A
（
み
ら
い
創
生
課
長
）
現

在
、
環
境
省
が
提
供
し
て

い
る
自
治
体
排
出
量
カ
ル
テ
を
参

考
に
し
て
算
出
し
、
検
証
し
て
い

る
。



8

○第６次柳津町振興計画の成果について
○�健康で安心して暮らせるまちづくりと
して推進している現状について

と
し
て
働
く
場
所
や
期
間
が
マ
ッ

チ
し
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

国
県
の
交
付
金
は
、
組
合
を
運
営

し
て
い
る
間
は
続
く
。

Q
議
会
行
政
視
察
で
四
国
本

山
町
の
モ
ン
ベ
ル
を
視
察

し
て
き
た
。そ
の
後
、間
も
な
く
、

職
員
が
同
じ
モ
ン
ベ
ル
を
視
察
し

て
き
た
経
緯
に
つ
い
て
伺
う
。

A
（
み
ら
い
創
生
課
長
）
ミ

ラ
イ
ツ
ナ
ガ
ル
会
議
の
視

察
研
修
と
し
て
、
四
国
の
モ
ン
ベ

ル
社
を
選
定
し
た
。
ア
ウ
ト
ド
ア

を
活
か
し
た
取
り
組
み
、
道
の
駅

で
の
地
域
商
社
運
営
に
つ
い
て
視

察
研
修
を
し
た
。

Q
令
和
３
年
度
の
宅
地
造
成

予
定
地
は
不
適
地
と
し
て

却
下
さ
れ
た
が
、
造
成
に
至
る
ま

で
最
低
で
も
４
、
５
年
は
か
か
る
。

分
譲
地
選
定
は
小
区
画
で
も
よ
い

の
で
は
な
い
か
。

A
（
み
ら
い
創
生
課
長
）
候

補
地
２
箇
所
を
調
査
し
て

い
る
が
、
具
体
的
な
選
定
ま
で
に

は
至
っ
て
い
な
い
。
多
区
画
の
分

譲
に
つ
い
て
は
ハ
ー
ド
ル
が
高
く
、

町
の
土
地
や
空
き
家
の
除
却
後
の

土
地
の
利
用
も
考
え
て
い
き
た
い
。

Q
第
６
次
柳
津
町
振
興
計
画

の
成
果
を
上
げ
る
た
め
、

み
ら
い
創
生
課
を
新
設
し
た
が
、

そ
の
各
種
業
務
の
成
果
に
つ
い
て

伺
う
。

①�

デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ

ー
シ
ョ
ン
（
Ｄ
Ｘ
）
の
取
組
。

②�

奥
会
津
地
域
づ
く
り
協
同
組
合

の
経
過
。

③�

民
間
企
業
（
モ
ン
ベ
ル
社
）
と

の
包
括
連
携
協
定
締
結
後
の
経

過
。

④�
分
譲
地
に
よ
る
宅
地
造
成
。

A
（
町
長
）
①
令
和
４
年
度

よ
り
、
藤
井
最
高
デ
ジ
タ

ル
責
任
者
よ
り
町
デ
ジ
タ
ル
推
進

計
画
策
定
の
助
言
を
い
た
だ
い
て

い
る
。
ま
た
、
新
た
な
チ
ャ
ッ
ト

ツ
ー
ル
の
活
用
や
公
共
施
設
内
の

通
信
網
強
化
も
図
っ
て
い
る
。

②
町
で
は
、
移
住
定
住
施
策
の
推

進
事
業
と
し
て
期
待
し
て
い
る
。

国
県
補
助
を
活
用
し
、
財
政
面
や

派
遣
職
員
の
確
保
等
の
支
援
を
行

っ
て
い
る
。

③
国
補
助
事
業
の
一
環
と
し
て
、

ア
ウ
ト
ド
ア
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン

作
成
業
務
を
委
託
。
令
和
５
年
度

に
は
、
ア
ウ
ト
ド
ア
の
体
験
ツ
ア

ー
を
予
定
し
て
お
り
「
河
川
」
と

「
ま
ち
空
間
」
を
融
合
さ
せ
た
ま

ち
づ
く
り
に
つ
な
げ
た
い
。

④
定
住
政
策
に
重
点
を
置
き
、
子

育
て
世
代
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

を
実
施
し
た
。
宅
地
を
求
め
る
方

の
ニ
ー
ズ
に
応
え
ら
れ
る
よ
う
に

事
業
を
推
進
し
て
い
き
た
い
。

Q
Ｄ
Ｘ
で
効
率
を
よ
く
し
町

民
サ
ー
ビ
ス
に
充
て
る
の

は
町
の
考
え
で
、
町
民
へ
の
メ
リ

ッ
ト
が
あ
る
の
か
。

A
（
み
ら
い
創
生
課
長
）
効

率
化
に
よ
り
得
ら
れ
た
時

間
で
町
民
と
十
分
対
話
し
、
住
ん

で
い
て
よ
か
っ
た
と
思
え
る
よ
う

な
、
ま
ち
づ
く
り
に
つ
な
げ
た
い
。

Q
以
前
、
奥
会
津
地
域
づ
く

り
協
同
組
合
の
赤
字
決
算

が
続
い
た
場
合
、
組
合
脱
退
も
視

野
に
入
れ
る
と
い
う
答
弁
が
あ
っ

た
と
記
憶
す
る
が
考
え
を
伺
う
。

A
（
町
長
）
期
待
さ
れ
た
成

果
、
効
果
が
出
て
い
な
い
。

移
住
定
住
の
推
進
に
は
必
要
な
事

業
で
あ
る
た
め
、
引
き
続
き
支
援

し
て
い
き
た
い
。

Q
国
県
の
補
助
金
を
受
け
、

町
で
も
支
援
し
て
い
る
。

十
分
に
精
査
す
べ
き
で
は
な
い

か
。
ま
た
、
国
県
の
助
成
期
間
は

何
年
間
か
。

A
（
み
ら
い
創
生
課
長
）
従

業
員
の
応
募
が
無
い
原
因

Q
町
政
に
の
し
か
か
る
問
題

等
が
山
積
す
る
中
、
町
長

は
後
援
会
よ
り
町
長
選
へ
の
出
馬

要
請
を
受
け
た
が
、
正
式
に
表
明

す
べ
き
で
は
な
い
か
。

A
（
町
長
）
ま
ち
づ
く
り
に

向
け
て
ま
い
た
種
を
大
き

く
育
て
、
子
ど
も
た
ち
が
夢
を
持

ち
、
お
年
寄
り
が
安
心
し
て
暮
ら

せ
、
皆
さ
ん
が
笑
顔
で
暮
ら
し
て

い
け
る
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
、
出

馬
を
決
意
し
ま
す
。

Q
胃
が
ん
の
初
期
発
症
対
策

と
し
て
、
ピ
ロ
リ
菌
除
去

が
最
重
要
と
考
え
る
。
ま
た
帯
状

疱
疹
は
、
日
本
人
成
人
の
90
％
以

上
が
ウ
イ
ル
ス
保
有
者
で
、
ワ
ク

チ
ン
接
種
に
は
高
額
な
費
用
が
発

生
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
助
成
等

を
検
討
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

A
（
町
民
課
長
）
胃
が
ん
・

ピ
ロ
リ
菌
の
有
無
等
に
こ

だ
わ
ら
ず
、
検
診
の
受
診
勧
奨
を

し
、
保
健
師
の
個
別
訪
問
等
を
し

て
、
そ
の
後
の
精
密
検
査
受
診
及

び
治
療
に
つ
な
げ
た
い
。
帯
状
疱

疹
に
つ
い
て
は
、
ワ
ク
チ
ン
に
よ

る
発
症
予
防
効
果
は
高
い
た
め
、

国
で
は
定
期
接
種
の
検
討
が
さ
れ

て
い
る
。
今
後
の
状
況
を
注
視
し

な
が
ら
進
め
て
い
く
。

10番　田﨑信二議員

一 般 質 問



9

○公共施設等の維持管理、
利活用について

Q
「
柳
津
町
公
共
施
設
等
総

合
管
理
計
画
」
策
定
の
目

的
に
つ
い
て
伺
う
。

A
（
町
長
）
長
期
的
視
点
を

持
っ
て
、
施
設
の
更
新
、

統
廃
合
・
長
寿
命
化
等
を
計
画
的

に
行
う
こ
と
で
、
将
来
の
財
政
負

担
を
軽
減
し
て
い
く
た
め
に
策
定

し
て
い
る
。

Q
直
近
の
公
共
施
設
の
維
持

管
理
に
関
わ
る
経
費
の
総

額
、
歳
出
に
対
す
る
比
率
は
ど
う

な
っ
て
い
る
の
か
。

A
（
町
長
）
令
和
２
年
度
決

算
額
で
は
、
１
億
９
６
１

８
万
９
千
円
で
、
比
率
は
約
４
％

と
な
っ
て
い
る
。

Q
経
費
項
目
の
詳
細
に
つ
い

て
伺
う
。

A
（
総
務
課
長
）
施
設
整
備

費
、
維
持
修
繕
費
、
光
熱

水
費
と
委
託
料
と
な
っ
て
い
る
。

Q
今
後
、
全
体
の
10
％
以
上

が
公
共
施
設
の
維
持
管
理

に
関
わ
る
。
町
民
一
人
あ
た
り
の

施
設
管
理
コ
ス
ト
に
つ
い
て
幾
ら

に
な
る
と
想
定
さ
れ
る
か
。

A
（
総
務
課
長
）
仮
に
、
町

の
人
口
が
令
和
２
年
の
国

勢
調
査
人
口
と
し
た
場
合
、
令
和

４
年
か
ら
43
年
ま
で
17
万
５
千
円
。

人
口
は
減
少
し
て
い
く
と
推
測
さ

れ
る
た
め
、
も
っ
と
町
民
一
人
あ

た
り
の
コ
ス
ト
は
、
か
か
っ
て
く

る
と
思
わ
れ
る
。

Q
試
算
や
財
政
状
況
を
踏
ま

え
る
と
極
め
て
非
現
実
的

で
あ
る
が
、
見
解
を
伺
う
。

A
（
総
務
課
長
）
維
持
管
理

経
費
が
増
大
す
る
と
財
政

を
圧
迫
す
る
。
将
来
的
に
そ
の
施

設
が
必
要
な
の
か
、
そ
う
で
な
い

の
か
を
協
議
し
、
施
設
に
よ
っ
て

は
、
統
廃
合
や
老
朽
化
し
た
建
物

の
処
分
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ

る
。Q

抜
本
的
な
財
源
確
保
の
政

策
が
必
要
と
考
え
る
が
、

具
体
的
な
取
り
組
み
に
つ
い
て
伺

う
。A

（
町
長
）
ふ
る
さ
と
納
税

や
町
有
財
産
の
処
分
、
利

活
用
に
注
力
し
、
財
源
確
保
に
努

め
る
。

Q
安
全
確
保
の
実
施
方
針
と

し
て
の
供
用
廃
止
施
設
に

つ
い
て
、
旧
ス
キ
ー
場
及
び
柳
ヶ

丘
団
地
の
一
部
が
該
当
す
る
と
考

え
る
が
、
具
体
的
な
進
捗
に
つ
い

て
伺
う
。

A
（
町
長
）
ス
キ
ー
場
の
危

険
箇
所
に
つ
い
て
は
、
早

急
に
除
去
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い

け
な
い
た
め
、
新
年
度
予
算
案
に

撤
去
費
用
を
提
案
し
て
い
る
。
柳

ヶ
丘
の
平
屋
建
住
宅
に
つ
い
て
は
、

今
後
も
空
き
次
第
、
解
体
を
し
て

い
き
た
い
。

Q
個
別
の
施
設
管
理
計
画
策

定
も
多
額
の
税
金
を
投
入

し
行
っ
た
。
本
計
画
に
ど
の
よ
う

に
反
映
さ
せ
、
有
効
活
用
す
る
の

か
伺
う
。

A
（
総
務
課
長
）
来
年
度
、

施
設
ご
と
の
計
画
書
を
作

成
し
、
総
合
管
理
計
画
と
の
整
合

性
を
取
り
な
が
ら
見
直
し
て
い
き

た
い
。

Q
公
共
施
設
の
在
り
方
は
ま

ち
づ
く
り
に
大
き
く
関
わ

っ
て
く
る
。
明
確
な
ビ
ジ
ョ
ン
、

経
営
視
点
、
心
情
的
な
部
分
も
踏

ま
え
、
在
り
方
や
方
針
に
つ
い
て

を
、
旗き

幟し

鮮せ
ん

明め
い

に
伺
う
。

A
（
町
長
）
未
来
の
子
供
た

ち
の
た
め
に
ど
う
あ
る
べ

き
か
、
ど
う
す
べ
き
か
を
考
え
て

い
く
。
統
廃
合
、
解
体
も
念
頭
に

再
度
考
え
直
し
、
経
済
的
な
視
点

に
軸
足
を
移
す
必
要
も
出
て
く
る

と
考
え
る
。

６番　松村　亮議員

一 般 質 問
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○学校教育の充実と
高校生への支援について

Q
学
校
教
育
の
充
実
と
高
校

生
へ
の
支
援
に
つ
い
て
次

の
３
点
を
伺
う
。

①�

タ
ブ
レ
ッ
ト
を
使
用
し
た
教
育

の
実
績
に
つ
い
て
。

②�

「
確
か
な
学
力
、
豊
か
な
人
間

性
、
健
や
か
な
身
体
を
育
む
」

と
い
う
目
標
の
課
題
と
実
績
に

つ
い
て
。

③�

高
校
生
へ
の
支
援
の
充
実
に
つ

い
て
。

A
（
教
育
長
）
①
３
校
と
も

年
間
を
通
し
て
有
効
に
活

用
し
て
い
る
。
デ
メ
リ
ッ
ト
と
し

て
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
の
更
新
を
毎
年

度
行
う
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
更

新
費
用
が
掛
か
る
こ
と
な
ど
が
挙

げ
ら
れ
る
。

②
「
確
か
な
学
力
」
と
「
健
や
か

な
身
体
」
に
つ
い
て
は
全
国
平
均

よ
り
や
や
下
回
っ
て
い
る
傾
向
に

あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
結
果
を
分
析

し
、
次
年
度
の
課
題
に
し
た
い
。

「
豊
か
な
人
間
性
」
に
つ
い
て
は

子
ど
も
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
良
さ

を
賞
賛
し
な
が
ら
認
め
合
う
活
動

を
意
図
的
、
計
画
的
に
行
っ
て
い

く
。

③
高
等
学
校
等
就
学
給
付
金
事
業

を
継
続
し
て
い
く
。

Q
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
導
入
し
た

こ
と
に
よ
る
保
護
者
の
反

応
に
つ
い
て
伺
う
。

A
（
教
育
長
）
お
お
む
ね
好

意
的
に
受
け
止
め
ら
れ
て

い
る
。
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
使
っ
た
授

業
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
る
こ
と

に
対
し
て
も
高
い
評
価
を
い
た
だ

い
て
い
る
。
一
方
、
視
力
の
低
下

な
ど
を
心
配
す
る
声
も
上
が
っ
て

い
る
。

Q
適
切
な
メ
デ
ィ
ア
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
の
取
り
組
み
に
つ

い
て
伺
う
。

A
（
教
育
長
）
学
校
で
の
指

導
だ
け
で
は
十
分
に
成
果

が
上
が
ら
な
い
と
考
え
て
お
り
、

町
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
絡
協
議
会
を
中
心
に
、

家
庭
と
足
並
み
を
そ
ろ
え
た
取
り

組
み
を
継
続
し
て
い
き
た
い
。

Q
非
認
知
能
力
向
上
を
図
る

活
動
を
教
育
委
員
会
主
導

で
進
め
て
い
く
の
か
伺
う
。

A
（
教
育
長
）
学
校
だ
け
で

な
く
、
家
庭
や
保
育
所
、

地
域
社
会
全
体
で
育
ん
で
ゆ
く
も

の
だ
と
い
う
前
提
で
、
そ
れ
ぞ
れ

関
係
す
る
皆
さ
ん
と
連
携
し
な
が

ら
進
め
て
い
き
た
い
。

Q
高
校
生
の
通
学
が
Ｊ
Ｒ
只

見
線
運
休
時
に
は
、
大
変

困
難
を
極
め
て
い
る
。
代
替
バ
ス

を
運
行
す
る
よ
う
に
求
め
て
い
く

考
え
は
あ
る
か
。

A
（
町
長
）
関
係
町
村
長
と

も
協
力
を
し
て
、
要
望
活

動
を
し
て
い
き
た
い
。
町
独
自
で

の
代
替
バ
ス
運
行
は
現
時
点
で
は

難
し
い
と
考
え
て
い
る
。

５番　岩渕清幸議員

認知能力認知能力

・IQ
・学力
・記憶力
　　など

非認知能力非認知能力

・気づく力
・やりぬく力
・人と関わる力
　　など

IQや成績など
数値化できる知的能力

認知能力以外の
目に見えない力

認知能力と非認知能力
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○県営中山間地域総合整備事業の
進捗状況について

○火災、災害対策強化の
防火水槽等整備事業について

Q
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事

業（
柳
津
中
・
南
部
地
区
）

の
農
村
集
落
基
盤
再
編
・
整
備
事

業
に
係
る
、
郷
戸
地
区
改
良
工
事

の
進
捗
状
況
及
び
今
後
の
工
程
に

つ
い
て
伺
う
。

A
（
町
長
）
令
和
２
年
度
か

ら
令
和
６
年
度
ま
で
の
５

ヶ
年
事
業
と
し
て
採
択
さ
れ
、
実

施
さ
れ
て
い
る
。
用
水
施
設
整
備

（
湯
ノ
沢
工
区
・
大
堰
工
区
）、
農

道
と
用
水
施
設
整
備
（
川
口
原
工

区
）
が
順
次
実
施
さ
れ
て
い
る
。

令
和
５
年
度
は
、
郷
戸
地
区
の
湯

ノ
沢
工
区
の
整
備
が
実
施
さ
れ
る
。

今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て

は
、
県
が
６
月
ま
で
に
発
注
し
、

７
月
に
請
負
者
の
決
定
、
８
月
中

に
は
仮
設
道
路
と
モ
ノ
レ
ー
ル
の

設
置
が
完
了
し
、
そ
の
後
、
本
工

事
が
実
施
さ
れ
る
予
定
と
な
っ
て

い
る
。

Q
郷
戸
湯
ノ
沢
水
路
ト
ン
ネ

ル
の
改
修
工
事
は
、
令
和

２
年
度
に
採
択
さ
れ
た
が
、
い
ま

だ
に
工
事
が
着
工
さ
れ
ず
、
早
期

の
工
事
着
工
・
完
了
を
切
望
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
空
白
の
２
年
間
の

状
況
を
伺
う
。

A
（
地
域
振
興
課
長
）
町
か

ら
は
県
に
対
し
て
要
望
は

続
け
て
き
た
。
県
で
は
、
ほ
か
の

工
区
を
優
先
し
た
。

Q
買
収
も
進
ん
で
い
な
か
っ

た
の
で
は
と
考
え
る
。
迅

速
な
対
応
が
必
要
と
思
う
が
、
い

か
が
か
。

A
（
地
域
振
興
課
長
）
当
初
、

県
で
は
、
湯
ノ
沢
工
区
の

ト
ン
ネ
ル
ま
で
買
収
せ
ず
に
、
地

権
者
の
了
解
を
得
て
、
借
り
る
予

定
で
あ
っ
た
。
町
で
農
地
ま
で
の

買
収
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
県

で
道
路
を
整
備
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
現
在
、
地
権
者
や
所
有
者
と

協
議
し
て
お
り
、
順
調
に
進
ん
で

い
る
。
県
と
十
分
調
整
を
図
り
な

が
ら
、
12
月
頃
ま
で
の
完
了
を
目

指
し
た
い
。

Q
消
防
水
利
の
確
保
に
つ
い

て
は
、
再
三
の
要
望
が
出

さ
れ
て
い
る
が
、
銀
山
川
を
利
用

し
た
水
利
確
保
に
つ
い
て
、
今
後

の
計
画
を
伺
う
。

A
（
町
長
）
県
と
協
議
を
行

っ
た
が
、
堤
防
か
ら
川
へ

の
道
路
設
置
に
つ
い
て
は
不
可
と

の
回
答
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、

防
火
水
槽
の
設
置
へ
計
画
を
変
更

し
、
一
王
町
地
内
の
商
店
街
駐
車

場
へ
１
０
０
ト
ン
級
の
防
火
水
槽

設
置
工
事
を
行
っ
て
い
る
。
火
災

の
際
に
は
、
消
火
や
延
焼
の
防
止

に
必
要
な
水
量
が
確
保
で
き
る
と

考
え
る
。

Q
消
火
栓
等
の
整
備
に
つ
い

て
、
充
足
し
て
い
な
い
地

区
が
見
受
け
ら
れ
る
。
再
度
、
精

査
を
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
。

A
（
総
務
課
長
）
消
火
栓
や

防
火
水
槽
が
少
な
い
と
感

じ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
今
後
、
消

防
団
と
も
協
議
を
し
、
設
置
に
向

け
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

３番　伊藤　純議員



一 般 質 問
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○文化財と地域の伝統文化の保存と継承、
活用について
○電子図書の普及によるこれからの学校
図書館、公民館図書室の対応について
○斎藤清美術館収蔵品のデータベース化
と活用について ２番　新井田順一議員

文
化
財
と
伝
統
文
化
の
保
存
と
継

承
、
活
用
は
？

Q
人
口
減
少
・
少
子
高
齢

化
・
コ
ロ
ナ
に
よ
り
、
加

速
度
的
に
衰
退
し
て
い
る
が
ど
の

よ
う
に
取
り
組
む
の
か
。

A
（
教
育
長
）
有
形
文
化
財

の
経
年
劣
化
や
、
無
形
の

地
域
文
化
や
伝
統
文
化
存
続
は
、

早
急
な
対
応
が
必
要
と
認
識
し
て

い
る
。
本
年
度
は
、
軽
井
沢
銀
山

跡
煙
突
や
縄
文
土
器
の
立
体
映
像

で
の
記
録
保
存
、
伝
統
保
存
食
の

調
理
、
加
工
の
動
画
記
録
、
郷
土

食
体
験
会
を
開
催
し
、
保
存
・
継

承
・
活
用
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

Q
歴
史
的
風
致
維
持
向
上
計

画（
歴
ま
ち
計
画
）で
は
、

歴
史
的
な
景
観
、
伝
統
文
化
も
重

要
と
な
っ
て
く
る
。
ま
た
、
地
域

の
高
い
関
心
や
協
力
が
な
く
て
は

進
ま
な
い
。
地
域
の
関
心
は
ま
だ

ま
だ
低
い
と
思
わ
れ
る
が
、
ど
の

よ
う
に
盛
り
上
げ
て
い
く
の
か
。

A
（
公
民
館
長
）
文
化
財
や

地
域
文
化
に
直
接
触
れ
た

り
、
体
験
で
き
る
場
を
増
や
し
て

い
く
。
文
化
観
光
と
し
て
内
外
に

情
報
発
信
し
歴
史
文
化
へ
の
関
心

を
高
め
て
い
き
た
い
。

A
（
み
ら
い
創
生
課
長
）
計

画
を
つ
く
っ
て
い
る
中
、

地
区
の
方
の
考
え
や
守
っ
て
い
き

た
い
も
の
を
聞
き
取
り
し
て
い
る
。

長
い
ス
パ
ン
の
計
画
と
な
る
の
で
、

よ
く
協
議
し
な
が
ら
継
承
し
て
い

き
た
い
。

Q
歴
ま
ち
計
画
の
作
成
に
あ

た
り
、
国
重
要
文
化
財
の

奥
之
院
弁
天
堂
は
必
須
だ
が
、
柳

津
と
言
え
ば
圓
藏
寺
で
あ
る
。
協

力
が
必
要
に
な
る
と
思
う
が
、
考

え
を
伺
う
。

A
（
町
長
）
歴
ま
ち
計
画
に

は
、
重
点
区
域
が
設
定
さ

れ
、
圓
藏
寺
は
、
そ
の
中
心
的
な

施
設
で
あ
る
。
歴
ま
ち
計
画
に
つ

い
て
は
住
職
と
も
話
を
し
て
お
り
、

今
後
も
協
力
体
制
を
取
り
な
が
ら

計
画
の
策
定
を
進
め
て
い
き
た
い
。

デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
る
電
子
図
書
の

導
入
は
？

Q
図
書
館
に
行
か
な
く
て
も
、

ス
マ
ホ
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
で
、

本
が
借
り
ら
れ
る
電
子
図
書
館
が
、

県
内
の
公
共
図
書
館
に
も
普
及
し

て
き
た
。
学
校
図
書
館
、
公
民
館

図
書
室
の
対
応
に
つ
い
て
伺
う
。

A
（
教
育
長
）
公
民
館
図
書

室
に
つ
い
て
は
、
デ
ジ
タ

ル
化
が
進
展
す
る
中
、
住
民
の
ニ

ー
ズ
等
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
電
子

図
書
に
よ
る
図
書
サ
ー
ビ
ス
の
拡

充
に
向
け
た
調
査
を
進
め
て
い
き

た
い
。
学
校
図
書
館
に
つ
い
て
は
、

現
段
階
で
は
紙
ベ
ー
ス
の
図
書
を

有
効
に
活
用
す
べ
き
と
考
え
て
い

る
。Q

公
民
館
図
書
室
を
図
書
館

に
昇
格
さ
せ
て
、
大
人
と

子
供
の
居
場
所
、
読
書
習
慣
づ
く

り
の
場
、
町
づ
く
り
の
拠
点
と
す

る
こ
と
を
提
案
す
る
が
、
こ
れ
に

つ
い
て
の
考
え
を
伺
う
。

A
（
教
育
長
）
図
書
館
機
能

の
多
様
化
に
よ
り
、
ま
ち

づ
く
り
の
拠
点
と
し
て
機
能
さ
せ

て
い
る
自
治
体
が
増
え
て
い
る
。

ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
上
で
有
益

に
作
用
す
る
と
思
う
。
今
後
、
住

民
と
の
関
わ
り
を
持
ち
な
が
ら
、

図
書
環
境
等
の
整
備
に
取
り
組
ん

で
い
き
た
い
。

斎
藤
清
美
術
館
収
蔵
作
品
の
デ
ジ

タ
ル
ベ
ー
ス
化
に
よ
る
展
示
は
？

Q
来
館
者
か
ら
「
会
津
の
冬

シ
リ
ー
ズ
」
を
全
部
見
た

か
っ
た
と
い
う
声
が
聞
か
れ
る
。

館
内
モ
ニ
タ
ー
で
、
収
蔵
作
品
を

展
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
。

A
（
教
育
長
）
著
作
権
法
で

は
、
施
設
内
で
、
デ
ジ
タ

ル
化
し
た
画
像
を
解
説
・
紹
介
目

的
の
た
め
に
展
示
す
る
こ
と
は
で

き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
現
在
、
タ

ブ
レ
ッ
ト
端
末
で
見
る
こ
と
が
可

能
だ
が
、
デ
ジ
タ
ル
映
像
の
展
示

等
を
行
う
た
め
に
は
、
シ
ス
テ
ム

導
入
な
ど
環
境
整
備
が
必
要
と
な

る
。
繰
り
返
し
足
を
運
ん
で
、
実

物
を
見
て
も
ら
い
た
い
と
考
え
て

い
る
。
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○町長の４年間の政治姿勢について

Q
こ
の
４
年
間
、
町
政
全
般
、

公
約
と
し
て
公
言
し
て
き

た
施
策
の
成
果
を
伺
う
。

A
（
町
長
）
子
育
て
支
援
で

は
、
ラ
ッ
キ
ー
公
園
の
オ

ー
プ
ン
、
給
食
費
の
全
額
公
費
負

担
、
高
等
学
校
等
に
通
学
す
る
生

徒
の
保
護
者
に
、
年
間
１
人
当
た

り
５
万
円
の
支
給
を
行
っ
た
。
移

住
定
住
の
促
進
で
は
、
新
た
に
独

身
住
宅
の
整
備
、
産
業
の
振
興
で

は
、
各
種
支
援
金
や
補
助
金
の
交

付
を
行
っ
た
。
民
間
と
連
携
し
た

農
商
工
連
携
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
、

ま
た
、
後
継
者
・
新
規
就
農
者
へ

の
支
援
で
は
、
補
助
金
内
容
の
改

正
、
県
や
関
係
機
関
と
の
連
携
を

図
っ
た
。
町
づ
く
り
で
は
、
ミ
ラ

イ
ツ
ナ
ガ
ル
会
議
を
設
置
し
、
若

者
の
意
見
を
町
政
に
反
映
さ
せ
る

取
り
組
み
を
行
っ
た
。
現
在
、
歴

史
的
風
致
維
持
向
上
計
画
の
策

定
・
認
定
に
向
け
て
事
業
を
進
め

て
い
る
。

Q
公
約
の
全
案
が
実
行
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
と
考
え
る

が
、
い
か
が
か
。

A
（
町
長
）
公
約
と
は
、
実

現
に
向
け
て
努
力
し
て
い

く
こ
と
、
し
っ
か
り
と
仕
事
を
し

て
い
く
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
あ
っ
て
、
完

結
で
き
な
い
こ
と
も
あ
る
が
、
政

治
家
に
と
っ
て
公
約
は
大
変
重
た

い
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

Q
農
業
に
つ
い
て
は
、
思
う

よ
う
な
成
果
が
出
ず
危
惧

し
て
い
る
が
、
町
の
考
え
を
伺
う
。

A
（
地
域
振
興
課
長
）
コ
ロ

ナ
禍
に
お
い
て
、
米
価
の

下
落
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
に
よ
り

肥
料
、
燃
料
費
等
の
高
騰
も
加
わ

り
、
大
き
な
打
撃
を
受
け
て
い
る
。

成
果
に
つ
い
て
は
見
え
に
く
い
と

こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
農
地
の
保
全
、

農
家
を
守
る
た
め
、
今
後
も
継
続

的
に
事
業
を
進
め
、
支
援
し
て
い

き
た
い
。

８番　荒明正一議員

次回定例会のお知らせ
令和５年第２回定例会

６月７日(水)
～６月９日(金)開催

《６月７日  午前１０時開会》
初日は、議員による町政への疑問などを問う

「一般質問」を行います。
・�５月８日から新型コロナウイルス感染症は５
類感染症に位置づけが変更されました。しか
し、町議会としましては、当面の間予防対策
を継続し、傍聴席は通常の３分の１とします。
・�アルコール消毒、マスク着
用をお願いします。
・�ゆきげ館、ふれあい館では
テレビ傍聴ができます。

議会録画映像のお知らせ議会録画映像のお知らせ
定例会での一般質問の映像を、町のホームペー
ジから視聴することができます。
柳津町
ホームページ

柳津町議会 議会録画映像

スマホやタブレット端末からも、
見ることができます！
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監査公表第１号
　令和４年度に監査委員が指摘した事項について、地方自治法第１９９条第１２項の規定に基づき、柳津
町長から次のとおり措置状況の通知があったので、同項の規定によりこれを公表する。
　令和５年５月２６日　　　　　　　　　　

柳津町代表監査委員　岩　佐　利　昭
柳 津 町 監 査 委 員　岩　渕　清　幸

課名・係名 指　　摘　　事　　項 処　　理　　状　　況
指摘月日：令和４年５月２５日　（例月出納検査）

町民課 
住民福祉係

エア遊具運営事業において、遊具運営業務管理
日誌に不適切な記入（数日分をまとめて記載等）
が見られました。業務日誌は従事者が毎日（業
務日）記入し整理するものでありますので、今
後、この様なことが無いよう、委託者に対して
指導を徹底してください。

遊具運営業務管理日誌の記入について、委託事
業者へ適切な管理、適切な日誌記入について指
導しました。今後も子どもが安全に遊べるよう
新型コロナウイルス感染症等に考慮しながら事
業を実施して参ります。

指摘月日：令和４年９月２６日　（例月出納検査）

建設課 
上下水道係

公共下水道の現年度分未収金について徴収努力
をお願いします。

昼間や夜間に徴収を行っております。また、悪
質な滞納者や高額滞納者については、訪問し支
払いに応じてもらえなかった方には予告書で給
水停止手続きを行い徴収しました。また、滞納
額全額払えない方には、分納誓約を結んで定期
的に支払いをお願いして、現在のところ滞りな
く分納をしていただいております。

指摘月日：令和５年１月３０日　（例月出納検査）

地域振興課 
農林振興係

森林公園キャンプ場敷地等の賃貸借契約におい
て、契約更新時の年度や月にバラつきがありま
すので、事務の簡素化や更新時の失念等を防止
するためにも、契約終期を統一するよう契約期
間の見直しを実施してください。

賃貸借契約対象者に対し、変更契約の協議を実
施致しました。変更契約の内容として、『賃料
の支払いを毎年３月末日』、『契約の自動更新を
削除し契約期間を５年に統一』、『土地返還は両
者協議の上で決定する』との事項で協議を実施
し、返答があった方についてはすべて同意を頂
いております。

指摘月日：令和４年７月２０日～令和４年７月２８日　（決算審査）

総務課 
税務係

町税の徴収率においては２年度が９９．８０％
であり、３年度が９９．７５％と前年度を 
０．０５％下回りました。町税については現年
度分未収金額が増加しておりますので、関係職
員が引き続き徴収業務に取り組んでいただくよ
うお願いします。

徴収については、督促・催告で納付や相談の無
いものについては滞納処分等により完納を目指
しておりますが、地方税法により生活困窮や傷
病などの理由により滞納処分すべきでない場合
も定められていることから、慎重な実情や財産
調査など情報収集を進めて参ります。また、関
係課等についても必要な協力をいただきながら、
滞納整理を実施して参ります。

町民課 
保健衛生係

国民健康保険税においては８２１万５，１８２
円の滞納額が発生しており、これは柳津町滞納
額の６８％を占めております。現年度分につい
ても毎年１００万円を超えており、滞納額の増
加につながりますので関係課一丸となった対策
を期待します。

国保税滞納者につきましては、有効期間が短い
短期証を発行するなど、税務係と連携しながら、
納付相談を定期的に実施し、滞納額の減少に努
めております。国保税滞納者については、他の
税目でも滞納があるため、今後も税務係や他課、
また県との連携を図りながら、適正な滞納整理
を推進して参ります。

地域振興課 
農林振興係

農業振興及び地域活性化のために地域資源を活
用した付加価値を生み出す事業に対して、農産
物６次化推進事業補助金を交付しておりますが、
補助金交付要綱では、新たな農産加工品の開発
等となっているにも関わらず、令和３年度にお
いて前年と同様の加工品に対して補助金が交付
されている事例がありました。これは補助金交
付要綱を逸脱していますので、早急に是正して
ください。

柳津町農産物６次化推進事業補助金交付要綱を
一部改正致しました。以前は、商品等開発支援
事業として新たに農産物加工品の開発等に限り、
上限１０万円で年１回に限っておりましたが、
一部改正したことに伴い、町の振興作物に対し
ては同様の加工品であっても、次年度以降も連
続して補助金を交付することとしました。

監 査 公 表
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課名・係名 指　　摘　　事　　項 処　　理　　状　　況
指摘月日：令和４年７月２０日～令和４年７月２８日　（決算審査）

地域振興課 
観光商工係

西山温泉山村公園せいざん荘については、温泉
の影響等により毎年恒常的に多額の修繕等が行
われております。今後とも入館者数の大幅な増
加が見込めない現状において、今後の施設の在
り方等についてぜひ真剣な検討をお願いします。

指定管理者との施設管理方法の見直し協議を進
めて参ります。また、減築を含めた老朽施設の
改修やパターゴルフ場跡地の利活用について、
関係者との協議を進めて参ります。

教育課 
生涯学習係

前年に地区集会所整備補助金交付基準の明瞭化
をお願いしたところですが、これについては検
討を重ねほぼできているとのことですので、今
後は早急に町民に周知してください。

補助金の交付基準や申請から交付までの流れな
どをわかりやすく示した手引書を作成し、令和
４年１１月２１日付で各区長へ郵送にて周知す
るとともに、町ホームページにも掲示した。

指摘月日：令和４年１０月２１日～令和４年１１月７日　（定期監査）

みらい創生課 
みらい創生係

ふるさと納税については、全国的にみても返礼
品により寄付額が大きく異なっていますので、
当町に立地した企業の精肉品等について検討を
深めるとともに、企業版ふるさと納税による寄
付金の増加に努めてください。

令和４年度は、ポータルサイトを２つ増やし全
部で６つのサイトで運営しました。返礼品につ
いては、観光協会等の赤べこ関連グッズやグロ
ーバルピッグファーム株式会社のもち豚、また
斎藤清コレクション作品集を新たに追加してい
ます。企業版ふるさと納税については、個別に
寄付の依頼をしており、令和４年度は１件の企
業から寄付を得ています。

地域振興課 
農林振興係

森林公園管理事業については１８０万円の管理
委託がされていますが、施設の老朽化に伴い利
用者が減少しています。特に木材を利用した施
設は腐朽が進み危険な状況となっていることか
ら、それらの撤去解体について検討を進めてく
ださい。

令和４年度につきましては、木材を利用した施
設で森林公園内にあるターザンロープと展望台
を撤去致しました。次年度も引き続き焼却炉・
案内看板解体を実施して参ります。

地域振興課 
観光商工係

ＪＲ只見線の全線再開通に伴い、多くの利用者
や観光客が見込まれます。玄関口となる会津柳
津駅の利活用と併せ、和紙を活用した柳津町独
自の赤べこ制作に対しても長く継続できるよう、
流通面を含めたバックアップを期待します。

会津柳津駅については、赤べこ工房を核とした
町の情報発信の拠点並びに住民の交流の場とし
て令和５年度に駅舎の整備を行います。また、
赤べこ制作の地域おこし協力隊についても、赤
べこが町の産業として継続していけるよう、最
大限の支援をして参ります。

建設課 
建設係

住宅使用料については、現年度分徴収は高い徴
収率ですが、滞納分についてはまだまだ徴収率
が低いことから、引き続き徴収の努力お願いし
ます。

住宅使用料現年分の徴収は引き続き納期内の徴
収に努め、新たな滞納者の発生を抑止するよう
努めて参ります。

教育課 
給食センター

賄材料費が高騰しているなかでの献立は非常に
苦労が多いと思いますが、地産地消で極力地元
産の食材利用による食育を進めてください。

米については、福島県学校給食会を通して、柳
津町産、三島町産を、ＪＡ生産部会や直売所を
通して、キュウリ、アスパラガス、トマト、ニ
ンニク、玉ねぎを、令和４年度は、さらに、ジ
ャガイモ、大根、白菜、雪下キャベツを追加し
て供給してもらい、学校給食に活用しました。
今後も地元産農産物の活用促進を図り、学校給
食を提供していきたいと考えております。

地域振興課 
商工観光係 

 
やないづ 
振興公社

累積赤字が増加する中で、町からの３，３００
万円の増資により法人の解散を回避している状
況にあります。当町にとっても観光客の受け入
れ施設は不可欠でありますが、特につきみが丘
町民センターの宿泊棟については築７０年ほど
経過しており、宿泊者の希望に応えられる施設
にはなっていない状況にあります。今後の運営
については非常に大きな問題でありますので、
町を挙げての検討をお願いします。幸いにも、
当町には近隣他町村にはない恵まれた観光施設
等が数多くありますので、皆さんが知恵を出し
合って利用者の増加に取り組んでください。

つきみが丘町民センターの改修につきましては、
今年度関係課と連携のうえ、指定管理者や観光
関連事業者と協議を行って参ります。協議には
町民の利用者にも参加していただく予定となっ
ております。

監 査 公 表

1
3

1
3
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３月９日（木）役場庁舎３階の議員控室で議長・副議長・総務文教常任委員長・産業厚生常任委員
長と議会モニターの皆さんとの意見交換会を開催ました。議会を傍聴して感じたことや改善してほし
いことなど、忌憚のない意見が出されました。今後の議会運営に活かしていきたいと思います。
また、令和５年度は、新たに３名のモニターの方を委嘱し５人体制となりました。
議会モニター制度は、一般の方々の素朴な意見を議会運営に反映させ、円滑かつ民主的な運営を推
進することを目的としています。興味がある方は議会事務局までお尋ねください。

議会モニター制度議会モニター制度

−− 議 会 の 動 き 議 会 の 動 き（令和４年第４回定例会以降）  −−
� 12月13日� 全国都道府県対抗中学バレーボール大会壮行会（ふれあい館・総務文教常任委員長）
� 12月19日� 広域市町村圏整備組合議会臨時会（会津若松市・広域議員）
� 12月23日� 年末年始交通事故防止県民総ぐるみ運動、地域安全運動夜間パトロール（町内・議長）
� １月４日� 四日堂（圓藏寺）
� １月５日� 町民年頭賀詞交歓会（町民センター・議員）
� １月６日� 町消防団出初式（議長、総務文教常任委員長、広域議員）
� １月７日� 七日堂裸詣り（圓藏寺・議長）
� １月15日� 丑寅まつり特別講演会（町民センター・議長）
� １月20日� 議会全員協議会及び公営企業会計説明会
� １月24日� 広域市町村圏整備組合議会全員協議会
� �（会津若松市・広域議員）
� １月25日� 両沼地方町村議会議長会臨時総会、
� � 会津若松建設事務所長意見交換会（会津坂下町・議長）
� ２月４日� 第43回会津やないづ冬まつり（道の駅）
２月６日～７日� 出雲崎町（姉妹都市）議会行政視察（役場、道の駅・議長、副議長）
� ２月９日� 町海外派遣事業実行委員会（ふれあい館・議長、総務文教常任委員長）
�２月10日～20日� 広域市町村圏整備組合議会定例会（会津若松市・広域議員）
� ２月20日� 議会全員協議会
� ２月27日� 県、両沼地方町村議会定期総会、両沼地方町村長合同懇親会（福島市・議長）
� ３月１日� 議会運営委員会

令和５年度 議会モニター（５名）
鈴木　早苗さん（小ノ川）
金子セツ子さん（砂子原）
平山　睦子さん（安久津）
白井　　猛さん（野老沢）
小林由香利さん（砂子原）

意見交換会 委嘱状交付

会津柳津学園中学校３年生
議長講話（５月９日開催）


